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（６）職員手当の状況　（平成１８年４月１日現在）�

（７）一般行政職の級別職員数の状況　（平成１８年４月１日現在）�

※１）八潮市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数�
　２）標準的な職務内容とは…それぞれの級に該当する代表的な職名�

（８）特別職の報酬等の状況　（平成１８年４月１日現在）�

※市長、助役、収入役の給料月額は、特例条例によりそれぞれ１０％、８％、�
　７％の減額をされており、減額後の金額�

（９）ラスパイレス指数　　　　（各年度４月１日現在）�　八潮市職員の給料のラスパイレス指数は表のとおりです。�
　ラスパイレス指数とは…一般行政職について国家公務員の給料を１００とした場合、地�
 方公務員の給与水準がどのくらいかを示す指数�

（１）勤務時間の概要�
　職員の勤務時間は、１週間当たり４０時間です。�
　（原則　毎週月曜日～金曜日、午前８時３０分～午後５時１５分）�

（２）休暇制度の概要・種類等�

（３）年次有給休暇の取得状況�
　平成１７年１月１日から平成１８年１２月３１日（１年間）までの一般職員の年�
次有給休暇の平均取得日数は、１１．８日でした。�

（４）育児休業等の取得状況�

（５）時間外勤務の状況�
　平成１７年度における一般職員の１月当たり平均時間外勤務時間は、９．２６�
時間でした。（休日勤務、深夜勤務を含む）�

（１）分限処分の状況　平成１７年度に分限処分を受けた者はありません。�
（２）懲戒処分の状況　平成１７年度に懲戒処分を受けた職員総数は３人�
（停職１人、減給１人、戒告１人）で、平成１６年度に比べて３人増加しました。処
分事由別でみると、交通事故・交通法規違反関係１人（停職１人）、公務外非
行関係１人（減給１人）、監督責任関係１人（戒告１人）となっています。�

（１）研修の概要�
　平成１７年度は、一般研修（階層別研修等）１５コース、派遣研修（市町村職員
中央研修所等）２６コース、自己啓発研修（自主研究）１コースに職員を参加させ、
職員の資質と組織の活力の向上を図りました。修了者数は、延べ６２０人でした。�

（２）職員の勤務成績の評定方法および活用方法の概要等�
　勤務評定は、勤務の実績を正しく評価し、①公平・公正な人事管理の推
進②職員の人材育成③職員のモラール向上④管理監督者等の能力のレ
ベルアップ等、公務能率の増進を図るため実施しています。毎年５月１日から
１０月３１日までの６カ月間を評定期間とし、評定日を毎年１１月１日としています。
評定については、所属長等が行います。�

（１）職務専念義務免除の状況�
　平成１７年度における承認件数は、研修を受ける場合が６２７件、厚生事
業に参加する場合が２９６件、その他市長が認めたものが６５件となっています。�

（２）営利企業等従事の許可状況�
　平成１７年度における許可件数は３８件となっており、国勢調査指導員等と
しての従事を認めています。�

（１）福利厚生制度の概要�
　職員の共済制度は、埼玉県市町村職員共済組合で実施しています。�
　共済組合では、病気・ケガ・出産・死亡等に対して必要な給付を行う「短期
給付事業」、退職・障害・死亡に対して年金または一時金の給付を行う「長
期給付事業」、健康の保持増進事業等の「福祉事業」の大きく分けて３つ
の事業を行っています。�
　その他の福利厚生制度として、職員のための互助組織として「職員互助会」
を組織し、福利厚生事業の外部委託を実施しています。�

（２）公務災害の発生状況�
　平成１７年度に公務災害、または通勤災害と認定された件数は、９件（公
務災害８件、通勤災害１件）でした。�平成１７年度　なし�

平成１７年度　なし�

区　分�

区　分� 区　分�給料月額�

７９２，０００円�

６９０，０００円�

６５１，０００円�

区　分�報酬月額�

４４０，０００円�平成１８年度支給割合�

 ６ 月期　２.１月分�

１２月期　２.３５月分　計４.４５月分�

４００，０００円�

３８０，０００円�

期末手当�

市　長�

助　役�

収入役�

議　長�

副議長�

議　員�
職員数（人）�
構成比（％）�

年次有給休暇�

特 別 休 暇 �

１年につき最高２０日付与されます。�

結婚、出産、リフレッシュ休暇（夏季休暇）等の有給の休暇�

病 気 休 暇 �医師の証明等に基づき、必要と認められる期間、その治療
に専念させる目的で設けられた有給の休暇�

介 護 休 暇 �親族で日常生活を営むのに支障がある者の介護をする場合
における無給の休暇�

組 合 休 暇 �労働組合の業務、または活動に従事するために認められる
無給の休暇�

１年前�
５年前�

標準的な職務内容�

ラスパイレス指数�

うち女性�

休業の種類�
休業者の内訳�

取得者合計�

男性�

うち新規�
育児休業�

４人�
４人�
０人�

１５人�
１５人�

  ０人�

うち新規�
部分休業�

０人�
０人�
０人�

０人�
０人�
０人�

平成１３年度�
９２．７� ９３．２� ９７．７� ９５．８� ９６．０�

平成１４年度�平成１５年度�平成１６年度�平成１７年度�

（参考）�
構成比（％）�

１級�

２�
０．５�
０．５�
３．２�

５７�
１５．０�
１５．７�
１９．５�

１２８�
３３．６�
３３．８�
３３．７�

１０２�
２６．８�
２６．３�
２２．２�

３２�
８．４�
８．２�
６．８�

３２�
８．４�
８．５�
７．８�

１５�
３．９�
３．６�
３．４�

１３�
３．４�
３．４�
３．４�

３８１�
１００�
１００�
１００�

主事補�
技師補�

主　事�
技　師�主任� 係長�

課　長�
補　佐�課長� 次長� 部長� ─�

２級� ３級� ４級� ５級� ６級� ７級� ８級� 計�

区　分�

扶養手当�

住居手当�

通勤手当�

本市に�
同じ�

本市に�
同じ�

時　間　外�
勤務手当�

調整手当�
（平成１７年度）�

平成１７年度�
支　給　総　額�

支　給　対　象� 市職員�
９％�
６０１人�

比較対象区域なし�
３８０，０３１円�

支　　給　　率�
支給対象職員数�
国の制度（支給率）�

支給対象職員１人当たり平均支給年額�

１２６，５５０千円�
２１０千円�

１３０，４９０千円�
２１４千円�

職員１人当たり支給年額�
支　給　総　額�

職員１人当たり支給年額�
平成１６年度�

本市に�
異なる�

○配偶者１３，０００円�
○配偶者以外の扶養親族�
　２人まで１人６，０００円、３人目から１人５，０００円�
○扶養親族でない配偶者を有する場合の１人目の子等６，５００円�
○特定扶養　上記の扶養親族のうち１６歳から２２歳の子について
　５，０００円加算�

○借家の場合（家賃１２，０００円を超える場合に限る）�
　家賃の額に応じて２７，０００円を限度に支給�
○自宅の場合(住宅の所有者で世帯主)�
　新築・購入後５年間２，５００円、その他１，０００円�

○電車、バスを利用する場合�
　６カ月定期券等の価格による一括支給を基本とし、�
　１月当たりの運賃等相当額５５，０００円を限度に支給�
○乗用車等を使用する場合�
　使用距離に応じて２，０００円～２４，５００円を支給�

国の制度
との異同�八　潮　市�

期末手当�

勤勉手当�
本市に同じ�

退職手当�

○平成１８年度支給割合�
 期末手当 勤勉手当�
  ６月期　　１．４月分　　０．７２５月分�
１２月期　　１．６月分　　０．７２５月分�
　計　　　３．０月分　　　１．４５月分�
職制上の段階、職務の�
級等による加算措置　　  

有�

○支給率�
 自己都合 定　　年�
勤続２０年　２１．００月分　２７．３０月分�
　〃　２５年　３３．７５月分　４２．１２月分�
　〃　３５年　４７．５０月分　５９．２８月分�
最高限度額　５９．２８月分　５９．２８月分�
その他の　定年前早期退職特例措置�
加算措置　（２％～２０％加算）�

○支給率�
 自己都合 定　　年�
勤続２０年　２３．５０月分　３０．５５月分�
　〃　２５年　３３．５０月分　４１．３４月分�
　〃　３５年　４７．５０月分　５９．２８月分�
最高限度額　５９．２８月分　５９．２８月分�
その他の　定年前早期退職特例措置�
加算措置　（２％～２０％加算）�

退職時　勧奨退職最高２号給昇給�

特殊勤務手当�
（平成１７年度）�

職員全体に占める手当�
支給職員の割合� １．６％�

２７，５４５円�

作業手当、特殊自動車運転手当�手当の種類�

支給対象職員１人当たり�
平均支給年額�
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インターネットで受け付けできる�
手続きが増えます�

　昨年１０月１日からスタートした電子申
請サービス。３月２２日（木）からは、新た
に２２手続きを追加し、合計４４手続きの電
子申請が可能になります。�
　市のホームページから「電子申請」を
クリックし「埼玉県市町村　申請・届出
サービス」をクリックすると、申請・届
出サービスの窓口にアクセスできますの
で、ぜひご利用ください。�

〈３月２２日から新しく電子申請ができるようになる手続き〉�

【申請・届出】①情報公開請求　②任意的情報公開申出書　③
個人情報開示請求　④個人情報訂正等請求　⑤町名地番（住居
表示）変更証明申請　⑥水道中止開始届　⑦水道料金納付書等
の送付先変更　⑧国民健康保険葬祭費支給申請　⑨国民健康保
険出産育児一時金支給申請　⑩保養施設利用申込書　⑪国民健
康保険加入・喪失届　⑫退職被保険者該当届　⑬国民健康保険
被保険者証・高齢受給者証再交付申請　⑭特別障害者手当現況
届　⑮障害児福祉手当現況届　⑯福祉手当現況届　⑰児童手当
申請　⑱児童手当現況届　⑲乳幼児医療費受給資格登録申請　
⑳児童手当額改定認定請求（増額申請）�児童手当額改定届（減
額届）【利用申込】�八潮市生涯学習まちづくり出前講座利用
申込�

※本人からの申請であることの確認が必要となる手続き（③・④・⑧～⑬・
⑰・⑱・�・�）については、公的個人認証等による電子証明書を利用し
た電子署名が必要となります。�
�
■問各手続きの内容＝各担当課（申請・届出サービス画面の様式内容説明に
記載されています）、公的個人認証サービス＝市民課�○内２１０、その他サー
ビス全般＝情報化推進担当�○内３１０�

【公売区画】　２区画（下表のとおり）�
【公売方法】　公開抽せん方式�
【申し込み】　第１回目 ■日４月９日�・１０日�　午前９時～午後２時�
 ■場区画整理課窓口�
 ■対保留地を公売する地区内の宅地の所有権または、借�
 　地権を有する方で、市の備付けの権利者名簿に登載さ�
 　れている方�
　　　　　　第２回目 ■日４月１２日�・１３日��
 　午前９時～午後２時（第１回目に申し込みがない場合�
 　のみ受け付けを行います。）�
 ■場区画整理課窓口�
 ■対個人、法人を問わず申し込み可�
 　　　　　　　※抽せん参加申込書等、公売案内は、区画整理課で配布�
 　　　　　　　　（公売案内については、市ホームページにも掲載）�
【申込時必要な物】 　①抽せん保証金５０万円（現金または銀行その他の金融�
 　　　　　　　機関が振り出した小切手）、②認印�
【抽せん】 ■日４月１７日�　午前１０時　　　■場市役所第３会議室�
�
�
�
�
�
�
※今回の公売で申し込みがなかった区画は、４月１６日�から随時公売します。�
※このほか、既に公売中の保留地（宅地）もありますので、お気軽にお問い合わせください。�
　なお、市のホームページにも掲載しています。�
【問い合わせ先】　区画整理課　�○内３２５・４０４�

地区名� 番号�
街区�
番号�

画地�
番号�

地積�

稲荷伊草第二� � ２９�

４１－１�

２�

４３�

２２９�

１４１�

１１０�

１１４�
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